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東近江市農業委員会 

第６回（９月期）月例総会 

議事録 
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１．開催日時  令和２年９月１０日（木）午前９時３０分から午前１１時３０分 

 

２．開催場所  東近江市役所 新館３１３、３１４、３１５会議室 

 

３．出席委員  ４０人   欠席委員 ０人 

議席番号 出欠 議席番号 出欠 

１ 出 ２１ 出 

２ 出 ２２ 出 

３ 出 ２３ 出 

４ 出 ２４ 出 

５ 出 ２５ 出 

６ 出 ２６ 出 

７ 出 ２７ 出 

８ 出 ２８ 出 

９ 出 ２９ 出 

１０ 出 ３０ 出 

１１ 出 ３１ 出 

１２ 出 ３２ 出 

１３ 出 ３３ 出 

１４ 出 ３４ 出 

１５ 出 ３５ 出 

１６ 出 ３６ 出 

１７ 出 ３７ 出 

１８ 出 ３８ 出 

１９ 出 ３９ 出 

２０ 出 ４０ 出 

議長 （会長）  

 

４．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 
 

第２ 議事上程 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 事業計画変更承認申請について 

議案第５号 空家に付属した農地の指定について 

議案第６号 東近江市農用地利用集積計画（案）について 
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報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第３号 ２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について 

報告第４号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

     報告第５号 農地の貸借権の合意解約の報告について 

 

 

５．事務局職員 

 

農業委員会事務局 

局 長 参 事 

主 幹 主 事 

 

 

    農業水産課 

課長補佐 主 事 

  

 

 

 

６．会議の内容 

 

議 長  ただ今から、令和２年度第６回、９月期の月例総会を開会します。 

現在の出席者数は４０名であり、この総会は成立いたします。 

      日程第１は、議事録署名委員の指名であります。 

議席番号５番〇〇〇〇委員、６番〇〇〇〇委員を指名いたします。 

 

議 長  日程第２は、議事の上程であります。 

 

議 長  最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を 

議題とします。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、農地法第３条

第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、次のとおり申請

があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  今回、１件の申請があり、申請人及び申請地につきましては議案書に記載のと

おりです。 

     契約の種類につきましては、売買になります。 



3 

     譲受人の取得後においての耕作面積は下限面積を上回っております。譲受人は

地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのことで、周辺

地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具について、譲受人は、トラクター、コンバイン、

田植機、乾燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地について、

世帯三人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

これらのことから、農地法第３条第２項各号の許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

     また、地区の担当農業委員からも確認書を提出いただいており、問題はないと

考えます。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第１号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農地法第４条

第１項の規定に基づき、農地を転用したい旨、次のとおり申請があったので、

許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１についてご説明いたします。 

本件は、中里町に居住する者が、自ら所有する同町地先の農地２筆、合計面積

３７９平方メートルの土地を太陽光発電施設として利用する為に転用の申請が

あったものです。 

     なお、本案件については、昭和３０年代から農作業場、昭和４７年からは牛舎

の敷地として利用しており、農地としての認識がなかったことから、牛舎を解

体し平成２５年に太陽光発電施設を設置したとして顛末書付きの申請となって

います。 

申請地は、市立湖東第一小学校から南東へ約６００メートルに位置し、周囲を

道路、雑種地、河川に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、３００平方メートル程度の土地

で太陽光発電事業を検討され、いくつかの候補地を検討された結果、他に適地

がなく、今回の申請地が集落の外側に位置することから、日当たりも良く、事

業に適しているとして当該申請地を選定されました。 
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土地の利用計画については、横幅９９．２センチメートル、長さ１９５．７セ

ンチメートルで１枚あたり２９５ワット出力の太陽光パネルを８８枚設置し、

総出力は２５．９キロワットになります。雨水については地下浸透にて処理さ

れます。 

申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合は原則許可できませんが、

先ほど土地の選定理由で述べたとおり、代替性が見込めないことから例外的に

許可し得るものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、添付書類についても問題はありませ

んでした。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件は、新宮町に居住する者が、自ら所有する同町地先の農地１筆、面積２１

８平方メートルの土地を農作業場として利用する為に転用の申請があったもの

です。 

申請地は、ＪＡ東能登川ライスセンターから北西へ約１．３キロメートルに位

置し、周囲を道路、宅地、田に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由は、申請地の隣に農業用倉庫を所有しております

が、機械の大型化等により、倉庫内で農作業を行う際には機械を路上駐車して

いる状況であります。そこで、作業の安全性や効率性を確保すべく、農作業場

の拡大を計画された結果、現在の作業場に隣接していて便利であることから当

該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画については、トラクターやフォークリフト、３トンダンプトラ

ックなどの置場として利用される計画です。 

土地の造成計画につきましては、耕土を２０センチメートル鋤取り、５０セン

チメートルの盛土をされた後、転圧仕上げとする計画です。雨水については、

敷地内に会所桝を２箇所設置し、既設水路へ放流されます。 

申請地は、農振農用地区域内農地であることから原則許可できませんが、市の

農業振興地域整備計画における農用地利用計画で指定された用途であり、例外

的に許可し得るものと考えます。 

資金については、全額自己資金にて調達され、農業振興地域整備計画の一部変

更の写しや地元土地改良区の意見書を初め、他の添付書類についても問題はあ

りませんでした。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     いずれの案件も、一般基準において基準に抵触するものはなく、農地法第４条

第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断いたしました。 

     以上 ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 
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３ 番  ９月７日に〇〇〇〇委員と〇〇〇〇委員と私と事務局で現地調査を行いました

結果を報告します。 

 

     １番の太陽光発電施設ですが、平成２５年に設置された顛末案件で現在使用を

されております。以前から申請者の牛舎があったことから、宅地として転用不

要と思われていたようです。申請には顛末書も添付されていますし、周辺にも

影響はないと思われますので、許可止むを得ないと判断します。 

 

     ２番の農作業場ですが、申請地に隣接して現在使用されている農作業場があり

ます。駐車スペースの関係で農業機械が前面道路にはみ出している状況です。

申請者は昨年に１ヘクタールの農地を取得され経営拡大されておりますことか

ら、作業の効率性と機械スペースを確保のため、今回、農作業場を増築される

ものであり、問題はなく許可相当と判断します。 

 

以上、調査報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。それでは、審議に入ります。 

1番について、何かご意見はございますか。 

 

２３番  １番についてですが、改めて許可要件を簡単に説明してもらえますか。 

 

事務局  太陽光発電施設の許可要件については、農業振興地域農用地である青地や優良

農地の第１種農地には原則設置できません。ただ、営農型太陽光発電としてパ

ネル下で農作物を栽培する場合については、例外的に許可できるものもありま

す。優良農地でない第２種農地や市街化隣接農地の第３種農地においては、許

可できるものです。今回のように農振白地の農地で集落に隣接する生産性の低

い農地であることから、第２種農地であるとして、既に設置済の顛末案件です

が、農地区分上、問題もないことから追認は止むを得ないと考えています。 

 

２３番  第２種農地とした場合の面積的な要件はないのですか。 

 

事務局  面積要件はありません。 

 

２３番  何故このような意見を言いますのは、最近の農振除外において住宅地等で千平

方メートルまでという話があったと思います。数年が経って敷地が余ったので

太陽光発電をすることも可能になるのですか。 

 

事務局  まず、農振青地に太陽光発電施設を設置することは許可できません。青地を何

かの目的で農振除外された土地において、一部余ったので太陽光発電を設置す

ることは、そこが元々青地であったことから、第１種農地と判断される場合は

設置はできないと考えます。しかし、除外した後に生産性の低い農地と判断さ

れた場合は、余った部分に太陽光発電の設置は可能であると考えます。 

 

２３番  分かりました。 

 

議 長  他に意見はございますか。 



6 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第２号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次の議案第３号に入ります前に、先月の月例総会で〇〇委員からご意見のあり

ました資材置場の転用案件に係る事象について、事務局から報告があります。 

それでは、事務局の報告を求めます。 

 

事務局  それでは、先月の月例総会でご意見がありました資材置場の転用案件に係る事

象について、ご報告いたします。 

 

     まず、通常は農地転用許可した案件におきまして、転用事業が完了する前に別

の用途に使用されていることが判明した場合は、当初の目的どおりに使用する、

もしくは事業計画変更申請を行うよう指導を行います。今回の〇〇町地先の資

材置場の許可案件につきましては、資材置場として事業完了報告を受理いたし

ました。 

     また、事業完了後に他の用途への変更することにつきまして、一定期間禁止す

ることができないのかとのご質問をいただきましたが、県の農業会議や農政課

にも確認したところ、現在の農地法の制度上、転用事業が完了すれば当該地は

農地ではなくなり、農地法の適用外となるため、農地法で権利を制限する根拠

が一切なくなることから、そのような行為を規制することは難しいとの見解で

した。 

 

     そこで、県内の他の市町ではどのように対応されているか確認したところ、〇

〇市農業委員会では、都市計画の所管部局と調整を図り対策をしておられるこ

とが分かりました。〇〇市都市計画課が制定しておられる「都市計画法に基づ

く開発許可制度の取扱基準」の中で、「農地転用後における一定期間の開発行

為の制限」を設けています。 

     その中で、一部の例外を除き、「転用許可を受けた農地において、当該転用目

的に供された日から起算して一年を超えない土地においては、新たに土地利用

の目的を変更して、開発行為を行うことはできないものとする。」としていま

す。 

このことから、東近江市の開発許可制度の取扱基準についても、同様にできな

いか都市計画課と協議を進めてまいります。 

      

以上、事務局からのご報告とさせていただきます。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

     この案件につきましては、ただいまの事務局から報告のとおり現在、関係部署

と協議途中ということであります。この件について何か意見はありますか。 
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事務局  補足いたします。〇〇市の例におきましては、全てのものが開発許可制度の取

り扱い基準によるものではなく、許容範囲として例外的なものもあります。こ

の基準は市街化調整区域に係るものについて設けられています。今後、市都市

計画課と協議を進め、開発許可制度の取り扱い基準の中で、抑制の効くような

基準を定める方向で検討いたしますのでご理解をお願いいたします。 

 

議 長  付け加えてお話しします。このような事案について、県農政課や県農業会議に

確認しましたところ、許可した案件が虚偽、脱法的な申請によるものだった場

合に許可を取消すことができるかですが、申請時点で虚偽であることが分かれ

ば許可することはできません。一旦許可し、転用目的の事業が完了し、完了届

が提出された時点においては、現状が農地でありませんので、許可の取消しは

できず、農地法上の限界があるとのことでした。 

     ただ、開発許可制度の取り扱いの中で、基準を定め抑止制限を加えることがで

きないのか都市計画課と今協議を進めているところです。 

     今後もこのような事象があると思われることから、対処できるよう県関係機関

においても協議していただくよう要望をしておきました。 

     この件で、他に意見はございませんか。 

 

３８番  最終的には、農地法上の限界があって現実に目的外の住宅地ができる訳ですね。

その一方で逆のパターンがあると思います。農地を取得してすぐに農業倉庫を

建てたい場合でも、３年間の耕作条件があり、３年経過すればできる訳ですか

ら、その３年は何のためにあるのかと言うところを考える必要があると思いま

す。農業者であっても３年は制限されるのですから、事案を精査して、はっき

りしたらどうかと思います。 

 

事務局  委員の仰ることも承知しておりますが、法律の範囲内でできることを検討しま

す。今回、会長も県等にお聞きされたとおりですが、○○町の事案に端を発し

た事案がこのような状況でありますことから、もう暫く当委員会で議論する必

要もあると思いますので、ご理解をお願いいたします。 

 

１９番  都市計画のことはよく分かりませんが、農地を資材置場或いは駐車場にしたい

と言うことで転用されますが、一定期間が経って目的が変わり、何時の間にか

太陽光発電や建物が建ってしまうことで、当初、資材置場と言うことで同意し

ている隣接者と陽当たりや日照問題などが発生することも考えられます。隣接

同意に関わる農業委員としても、資材置場で隣接者にお話ししているので、い

ざこざが起こることもあり難しい問題と思います。転用申請にその辺を考慮し

た書類を添付してもらうこともできるのではないのですか。 

 

事務局  農地法の範疇でないので、仕方ありませんと言うのではなく、そのことも含め

て今後の検討の中で協議したいと考えます。 

 

議 長  このような事案はあまり県に上がっていないようで、それぞれの農業委員会で

対応されているようです。市関係部局が連携と調整をして対応できる形になる

よう、事務局にお願いしますので、もう暫くお時間をいただきたいと思います。 

     この件については、それでよろしいですか。 

         （異議なし） 
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議 長  それでは、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

を議題と致します。 

  それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農地法第５条

第１項の規定に基づき、農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、次

ぎのとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１についてご説明いたします。 

本件は、兵庫県尼崎市に居住する者が、五個荘山本町地先の農地２筆、合計面

積４１９平方メートルの土地を使用貸借により権利取得し、自己用戸建専用

住宅として使用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、市立五個荘あさひ幼児園から西へ約５０メートルに位置し、周囲を

用水路、雑種地、田、宅地、道路に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、子供が生まれて現在居住してい

るアパートでは手狭となり、将来両親の介護をするにあたり、実家に近く、利

便性のよい当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画につきましては、建築面積６８．５０平方メートルの住宅とし

て利用する計画です。 

土地の造成計画につきましては、耕土３０センチメートルを鋤取り、畑部分は

１０センチメートル、田の部分は１０センチメートル盛土をして転圧で仕上げ

る計画です。雨水については、敷地内に集水桝を設置し、既設の排水路へ放流

するとしています。 

申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     集落に接続して設置される住宅であることから、例外的に許可し得るものです。 

資金については、全額自己資金で賄われ、添付書類についても問題はありませ

んでした。 

     なお、農地転用の許可は、都市計画法第２９条の規定により申請中の開発許可

と同時に行うものとします。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件は、川合町に居住する者が、川合町地先の農地１筆、面積３１４平方メー

トルの土地を使用貸借により権利取得し、駐車場として利用するために転用の

申請があったものです。 

申請地は、市立朝桜中学校から北西へ約１キロメートルに位置し、周囲を道路、

宅地に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、自宅近くの駐車場が狭く、来客

用の駐車スペースがないことや今回子供２人が自動車を保有するため、駐車場

が必要となり自宅に隣接し、利便性のよい当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、子供、来客用の車４台分の駐車場として利用

する計画であります。 

土地の造成計画につきましては、盛土を２０センチメートルから５０センチメ

ートルした後、転圧仕上げとする計画です。雨水については、地下浸透で処理
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されます。 

     申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置され

るものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金で賄われ、添付書類についても問題はありませ

んでした。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     番号３についてご説明いたします。 

本件は、上中野町に事務所を置く建築部材製造業を営む法人が、上中野町地

先の農地１筆、面積６５０平方メートルの土地を売買により取得し、駐車場と

して使用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、市立愛東北小学校から南西へ約３００メートルに位置し、周囲を雑

種地、道路に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人である法人が、新工場建

設により従業員用駐車場を確保するため、自社の資材置場に隣接し利便性の

良い土地を選定し、所有者との話もまとまったことから、当該地を申請された

ものです。 

土地の利用計画については、従業員用１９台の駐車場として利用される計画で

あります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を１５センチメートル鋤取りした後、砕

石１５センチメートル仕上げとする計画です。雨水については、地下浸透処理

されます。 

申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合は原則許可できませんが、

先ほど土地の選定理由で述べたとおり、利便性を考慮すると申請地に代えて代

替地を要求することが不適当なものであることから、例外的に許可し得るもの

です。 

資金については、全額自己資金にて調達され、添付書類についても問題はあり

ませんでした。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     番号４についてご説明いたします。 

本件は、鋳物師町に居住する者が、鋳物師町地先の農地２筆、合計面積２７２．

８８平方メートルの土地を贈与により取得し、農家住宅として使用するために

転用の申請があったものです。 

申請地は、市立蒲生西小学校から南東へ約２．８キロメートルに位置し、周囲

を道路、雑種地に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、結婚するにあたり新たな住居が

必要となり、職場や実家に近く、利便性のよい当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画につきましては、建築面積６４．００平方メートルの住宅とし

て利用する計画です。 
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土地の造成計画につきましては、耕土３０センチメートルを鋤取り、５０セン

チメートル盛土をして転圧で仕上げる計画です。雨水については、既設の側溝

へ放流するとしています。 

申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     集落に接続して設置される住宅であることから、例外的に許可し得るものです。 

資金については、全額自己資金で賄われ、譲受人の農業者証明や添付書類につ

いても問題はありませんでした。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 
番号５についてご説明いたします。 

本件は、近江八幡市に所在を置き建築工事業を営む法人が、五個荘七里町地先

の農地５筆、合計面積２，７９２平方メートルの土地を売買により取得し、資

材置場として利用するために転用の申請があったものです。 

なお、本案件につきましては昭和５０年頃に、申請者が農業用倉庫を申請地の

一部に建設し利用していたとして、顛末書付きの申請となっています。農業用

倉庫は今回解体されます。 

申請地は、市立さくらんぼ幼児園から北へ約１．１キロメートルに位置し、周

囲を用水路、道路、雑種地に囲まれた土地であります。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人である法人は、現在長浜

市、草津市、近江八幡市等で分譲宅地の造成工事計画があり、造成工事の資材

置場が必要となりましたが、現在借りている資材置場の返却を所有者から求め

られ、新たに資材置場が必要となりました。 

そこで、２，５００平方メートル以上の用地の確保を検討された結果、他に適

した土地がなく、各現場にアクセスしやすい当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、造成工事用の砕石、建築資材の保管及びそれ

らを搬入搬出するための大型トラック、ダンプの駐車、作業スペース等として

利用する計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を１０センチメートル鋤取りし、盛土を

した後、砕石仕上げの計画です。雨水については、敷地内に集水桝を設置し、

既設の排水路へ放流するとしています。 

     申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、先ほど土地の選定理由で述べたとおり、代替性が見

込めないことから例外的に許可し得るものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、添付書類についても問題はあり

ませんでした。 

     担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号６についてご説明いたします。 

本件は、垣見町に事務所を置き建築、土木及び不動産業を営む法人が、小田苅

町地先の農地２筆、合計面積５１６平方メートルの土地を売買により取得し、

資材置場及び倉庫として利用するために転用の申請があったものです。 
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     なお、本案件については、所有者の父が昭和５８年頃に倉庫を建築したとして、

顛末書付きの申請となっています。 

申請地は、市立湖東第三小学校から西へ約６００メートルに位置し、周囲を道

路、畑、用悪水路に囲まれた土地であります。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人である法人は、これまで

今在家町に所在する親会社の敷地を事務所及び資材置場として使用しておりま

したが、互いの会社の事業量増加に伴い、敷地が不足してきたことから、まず

事務所を垣見町に移転いたしました。そして資材置場の移設先を検討された結

果、隣接する雑種地を含めて利用できること、また、既存の倉庫もあることか

ら利便性が良く、県外に住む譲渡人との話がまとまったことから当該申請地を

選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、建築面積が７１，７６平方メートルの既存倉

庫に、材木や合板などの建築用資材や工具などを保管し、屋外は山土や砂など

の資材の保管場所及び資材を搬入する際のトラックの駐車場及び転回スペース

として使用されます。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤に２０センチメートル盛土をした後、

転圧して仕上げる計画です。雨水については、地下浸透で処理されます。 

     申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     隣接土地との一体利用であって、事業目的達成のために当該農地が必要と認め

られるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、添付書類についても問題はあり

ませんでした。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号７についてご説明いたします。 

本件は、千葉県船橋市に居住する者が、能登川町地先の農地１筆、面積３６平

方メートルの土地を売買により取得し、庭として利用するために転用の申請が

あったものです。 

     申請地は、市立能登川西小学校から南東へ約２２０メートルに位置し、周囲を

宅地、田に囲まれた土地であります。 

     なお、本案件については、昭和２０年頃から住宅の庭として利用していたとし

て、顛末書付きの申請となっています。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人は、市の空家バンク制度

を利用し、隣接する住宅を購入予定でありますが、引き続き、住宅敷地内の庭

として利用するため今回の是正申請に至ったものです。 

     土地の利用計画につきましては、隣接する住宅敷地内の庭として利用される計

画であります。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件のため現状のまま使用されます。雨

水については、地下浸透で処理されます。 

     申請地は、団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置され

るものであることから、例外的に許可できるものです。 
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資金については、全額自己資金にて調達され、添付書類についても問題はあり

ませんでした。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     いずれの案件も、一般基準において基準に抵触するものはなく、農地法第５条

第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と判断いたしました。 

 以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

５ 番  〇〇でございます。９月７日に〇〇〇〇委員と〇〇〇〇委員と私と事務局で現

地調査を行いましたので、その結果を報告します。 

     １番から４番までを私が報告します。 

 

１番の自己用戸建専用住宅ですが、隣接地に母屋があり、本転用申請と同時に

都市計画法に基づく開発許可申請がされています。後にある農地への用排水に

ついても問題はありませんでしたので、許可相当と判断します。 

 

     ２番の駐車場ですが、左に営農法人の倉庫が隣接しています。日照も悪いこと

から生産性も低く周辺農地への影響もないため、許可相当と判断します。 

 

     ３番の駐車場ですが、私の担当地区なので事前に確認をしておきました。登記

簿は山林で畑として利用されていましたが、所有者も遠方に住まわれており、

管理できないことから遊休農地化していました。今回隣接する会社の従業員駐

車場として活用が図られることとなり、特に問題もありませんので、許可相当

と判断します。 

 

     ４番の農家住宅ですが、登記簿上は宅地と雑種地となっています。元々住宅が

あったとのことで、近江鉄道の駅も直ぐ近くにあり、周辺への影響もございま

せんので許可相当と判断します。 

 

６ 番  〇〇でございます。続いて、５番から７番までを私が報告します。 

 

 ５番の資材置場ですが、現在耕作されておられるのですが、不整形で耕作しに

くい所でした。申請地の両側には別の資材置場がありました。一部ですが顛末

書もでており、生産性も低いことから止むを得ないと判断します。 

 

     ６番の資材置場及び倉庫ですが、一部が盛土され倉庫も建っている顛末案件で

す。図面の赤枠が今回の申請地ですが、その間に土地改良区の農道があり、境

界がどこなのか分からない状態でした。これについては、土地改良区と協議さ

れて境界を明確にされることが必要であると考えます。既に農地の形もないこ

とから、止むを得ないと判断します。 

 

     ７番の庭ですが、以前から庭として利用されている顛末案件です。顛末書も添

付されており、周辺にも影響はありませんので、止むを得ないと判断します。 
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     以上、調査報告とします。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。それでは、審議に入ります。 

 

議 長  １番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  それでは、２番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、３番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、４番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、５番について、何かご意見はございますか。 

 

３ 番  現地調査をいたしまして、申請は資材置場ですが、地図で言いますと隣接に幅

の広い瓜生川があり、その近くには幹線道路がありまして、集落は川の南側に

当たります。申請地を挟んで真ん中に生活道路があります。農振白地ですが、

先ほどの議論のように資材置場から住宅地にならないか懸念をいたします。何

故ここに資材置場なのか気になるのですが。申請書類が揃ってあるので資材置

場でも問題はないと思いますが、何年かして住宅地になるのではと思えて仕方

ないのですが、どうでしょう。 

 

議 長  現地調査の報告では止むを得ないとの判断ですが、懸念もしているとのことで

す。今の意見について事務局の見解をお願いします。 

 

事務局  この申請がされた時には、〇〇町の事案を念頭に対応させていただきました。

県の方からも書類上の問題なければ、止むを得ないとのこともあり、事前に申

請書類をしっかりと確認しています。能登川に資材置場を借地されていて、置

場の不足分は資材メーカーで保管されておりますが、今回、借地を返却するこ

とになったものです。事務局としましては、提出された申請書類において、次

の計画が見えているものでもないことから、申請者に次の計画の疑いをもって

聞くこともできませんので、危惧はされますが、申請書類に問題がない以上、

止むを得ないと判断しています。今後、許可後の工事の状況をパトロールする

など注視していきたいと考えます。 

 

議 長  他に意見はありませんか。 

 

１ 番  今回の資材置場の関係についてですが、以前、〇〇町の資材置場の件で調査に

行った時、申請地は周辺が殆ど住宅地の真ん中にあり、このままだと遊休農地

になってしまいそうな場所でした。総会審議では、遊休地になって周辺に影響

が出るようなことがないよう資材置場での転用も止むを得ないとして許可され

たと思います。今回の申請案件の場合は、若干の懸念もあるようですが、集落

に隣接した農地で将来的に住宅地になるかも分かりませんが、止むを得ないと

考えます。○○町の案件と状況や内容に違いがあると感じます。 
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議 長  事務局にお聞きしますが、書類審査する時には、申請内容の資材置場の実現性

について審査することになっています。申請は、資材置場として借地されてい

る土地の返却により申請地が必要となったとのことですが、借地を返却される

ことの確認は取れていますか。 

 

事務局  申請書に記載された内容を聞き取ることで確認しています。今までの案件にお

いても解約等の確認ができる書類の添付は求めていません。今のところも添付

は考えていません。 

 

議 長  他に意見はありませんか。 

 

２２番  現地調査の委員から生活道路に隣接しているとのことですが、申請内容は地元

自治会との協議ができてあるのでしょうか。農業委員会が許可した後、トラブ

ルに繋がらないか懸念します。 

 

事務局  地元との協議についての書類は、法定の添付書類になっていませんので、地元

と協議して了承が得られてあるのかの確認はしていません。 

 

２２番  普通は申請者が自治会に協議のため説明すると思いますが、農業委員会が許可

することでトラブルにならないよう、法的に問題ないにしても手続きとして自

治会との協議は必要ですし、その確認も必要と思います。 

 

事務局  この件については、目的用途が資材置場であり、建物を建てると言う建築を伴

う造成ではありませんので、市の開発指導要綱に基づく手続きが都市計画課へ

なされます。その要綱の中で、地元自治会なり農業組合等の関係者に事業に関

する説明を行い、その証として要綱の手続き書類に協定書や説明したことが分

かる書類を添付することになっています。事務局サイドでその確認ができてい

なければ確認するようにいたします。一応手続きがなされることをお伝えさせ

ていただきます。 

 

２９番  申請地は集落の屋敷田的な農地であり、集落の営農法人において耕作がやりに

くい所であると感じています。今後どのようになるのか分かりませんが、地域

としては、ここが農地でなくなっていくことも仕方ないとの想いもあると思い

ますので、止むを得ないと考えます。 

 

議 長  他に意見はありませんか。 

 

１１番  〇〇町や今回の件では、将来的に違う目的に変わるのではないかと言う懸念が

あります。最終的には農地法の完了届が提出されたらそれで終わりとなります。

必須ではないにしても、例えば永年でなくても一定期間を資材置場で使用する

ことの誓約書を添付してもらうことはできないものでしょうか。 

 

事務局  法定書類でないものの強制はできませんが、場合によっては申請者に説明し、

理解を求めた上で、そのような書類の提出を求めることも考えられますので、

検討したいと思います。 
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議 長  先ほど〇〇委員や〇〇委員から立地的に止むを得ない場所であるとの意見もあ

りました。また、申請書類にも間違いがないと言う判断により、許可止むを得

ないとしましても、懸念が残りますので、許可後の経過や状況に注視すること

を決議に付帯し見守っていきたいと思います。皆さんどうでしょうか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、６番について、何かご意見はございますか。 

 

１２番  先ほどの説明で、真ん中黄色の部分の土地改良区所有の農道について、境界が

明らかでないとのことですが、土地改良事業がされているので、境界ははっき

りしているのではないのですか。 

 

事務局  平面図の赤枠の２か所が転用申請地の区域です。見にくいですが、真ん中に黄

色の枠がありますが、これは農道ではなく雑種地で、今回申請の赤枠の転用事

業の土地と一体利用されます。この雑種地と下の赤枠申請地の間に土地改良区

所有の農道があります。境界については、図面上で分かるのですが、現地で確

認することができませんでした。土地改良区から明確にするよう意見が付され

ていますので、申請者には土地改良事業の筆界座標値により復元をするように

指導しています。場合によっては、土地改良区と農道の払下げと付替えを協議

されるようでありますので、そう言う点からも境界復元することでトラブルに

もならないと思います。 

 

２３番  土地改良区の意見による協議の調整はどうでしたか。 

 

事務局  転用自体については止むを得ないのですが、土地改良区所有の公衆道路との境

界を明確にしてから工事に着手するようにとのことでした。 

 

２３番  業者は土地改良区の農道があることを、土地利用の計画をする段階において、

認識の上で申請をしているのではないのですか。一部は土砂が盛土されており、

境界を明確にされておかれないと後で問題になると思います。 

 

事務局  業者は、土地改良財産があることは承知しておりまして、再度確認しましたと

ころ、土地改良区と境界等について協議し明確にするとのことでありますので、

問題はないと考えます。 

 

議 長  本来は、先に土地家屋調査士を入れるなどして協議をしておくべきなのでしょ

うね。 

 

事務局  現在、土地家屋調査士が入っておられて、立会いなどしてもらい境界を明確に

するようにされています。 

 

２ 番  ６番については、土地改良区との協議をしっかりとお願いいたします。 

 

議 長  ５番については転用目的の変更を、６番については土地改良区と協議した境界

の明確化など懸念もされますので、事業がしっかり完了するまで、事務局で注

視し経過を見守ってもらい、来月の月例総会で報告をしてもらうよう意見を付

しておきたいと思います。 
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議 長  他に意見はありませんか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、７番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第３号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

 

議 長  挙手多数と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第４号「事業計画変更承認可申請について」を議題と致します。 

  それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第４号事業計画変更承認申請について、次のとおり申請があった

ので、許可することについて意見を求めます。 

 

     先に、事業計画変更承認申請について簡単にご説明いたします。 

     転用許可後、転用事業者や目的、面積が変更になる場合で、すでに事業が着工

されている場合は、現許可が有効であるため、事業計画変更承認が必要となり

ます。 

     また、今回の案件のように転用事業者が変更になる場合は、当初の転用事業者

と事業継承者の連名による申請となります。 

     なお、事業に未着手で所有権も移転されていないときは、前回の許可は「空振

り」という扱いとなり、改めて許可申請を行う必要があります。 

     承認の判断につきましては、事業計画変更後も立地基準及び一般基準を満たす

かどうかが基準となり、許可相当の目的であること、転用の確実性があること、

周辺の営農条件に支障がないことなどが承認の条件となります。 

 

番号１についてご説明いたします。 

     本件は、令和２年度第３回、６月期の月例総会において、ご審議をいただいた

案件でございます。守山市に居住する者が、上平木町地先の農地１筆、面積３

８６平方メートルの土地を父との使用貸借により権利取得し、自己用戸建専用

住宅として利用するために転用の申請があり、令和２年６月１０日付けで、都

市計画法第２９条の規定による開発申請と同時許可をいたしました。 

     申請地は、平田コミュニティセンターから北西へ約８３０メートルに位置し、

周囲を田、宅地、道路に囲まれた土地であります。 

今回の変更申請理由につきましては、当初、借人が単独で住宅を建設する計画

でありましたが、共有名義での住宅に変更されることから、当初の目的である

自己用戸建専用住宅として事業承継するため申請があったものです。 

また、変更内容は、事業承継者が複数になることのみであり、事業内容自体は

当初と変更されないことから、当初計画に従って事業が引き継がれ実施される

ことが確実であります。したがって、周辺農地への影響は変更後も変わらず、

農地転用許可基準により転用許可相当と認められることから、承認することが

相当と考えます。 
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     なお、農地転用の変更承認は、都市計画法第３５条の２の規定により申請中の

開発行為変更許可と同時に行うものとします。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上 ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは、審議に入ります。 

 

議 長  何かご意見はございますか。 

 

１ 番  地目の現況が田から宅地に変更されていますが、許可後に現況が変わったと言

うことですか。 

 

事務局  現在、許可後の造成工事が着工されており、現時点での現況が宅地に変わって

います。 

 

議 長  他に意見はありますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第４号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  それでは次に、議案第５号「空家に付属した農地の指定について」を議題と致

します。 

     事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案の説明の前に、制度の説明をいたします。 

東近江市では平成２８年度より、大切な資源である空家の有効活用を通じて、

定住移住促進による地域の活性化を目的に東近江市空き家バンクが設置され、

一般社団法人東近江住まいるバンクと連携し運営されています。この制度で取

得対象となるのは空家であり、農地については取得する場合に、農地法の規定

による許可が必要で、空家とセットで登録された農地は、下限面積５０アール

以上の要件があったことから、この条件が支障となり農地を取得できない状況

でした。 

このため、移住希望者で農業に関心のある方や自家菜園程度の農業を考えてお

られる方の空家の有効活用が進まないことが懸念されていたことから、新たな

農業者を積極的に受け入れる体制を整えるべく、農業委員会では、平成３０年

１２月に東近江市空き家バンクに登録された空家に付属した農地で耕作する場

合に限り、別段の面積として下限面積を０．１アール、１０平方メートルに引

き下げております。 

 

別紙でお配りしています東近江市空家に付属した農地の別段面積取扱基準の最

後の４ページの手続きに関するフローチャートをご覧ください。 
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申請に基づき、空き家バンクに登録された空家に付属した農地の指定・告示を

農業委員会が行い、その後農地法第３条に基づく許可申請を提出していただき、

毎月行っています農業委員会月例総会で審議いただきます。この許可により農

地の権利移動が行われます。 

以上が制度の説明です。 

 

事務局  それでは、議案第５号東近江市空家に付属した農地の別段面積取扱基準第７条

の規定に基づき、申請があったので、空家に付属した農地として指定すること

に意見を求めるものです。 

 

議案書７ページをご覧ください 

 

本件の申請人は奈良県生駒郡に居住する者で、空家に付属した農地の指定を受

けるために申請があったものです。 

申請地は、東近江市能登川町字中村堂〇〇〇番 登記地目「田」、現況地目は

「田、宅地」で、面積は６２１平方メートルです。すでに東近江市空き家バン

クへは登録済みで、農地の状況は一部遊休化している状況です。 

     なお、申請地の一部に農地転用許可を得ずに小屋が建設されていることから、

農地法の３条許可申請の際に、５条許可申請も同時に提出される予定です。 

農地の指定申請理由につきましては、申請人は奈良県生駒郡に居住しており、

宅地と農地について管理することができないとの相談から、空き家バンクにお

いて手続きを進めてこられました。 

 

以上、東近江市空家に付属した農地の別段面積取扱基準第４条に基づき審査し

たところ、指定相当と判断し、空家に付属した農地に限定した別段面積に指定

いたします。 

     担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

以上 ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは、審議に入ります。 

何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第５号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  それでは次に、議案第６号「東近江市農用地利用集積計画（案）について」を

議題と致します。 

また、本議案につきましては、関係者に〇〇〇〇委員がおられますので、農業

委員会法第３１条の規定に基づき、議事参与の制限により、当該案件の審議開

始から終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室、着席していただ

きます。 

     それでは、事務局の説明を求めます。 
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主 事  議案の説明の前に、先の８月の月例総会で上程しておりました農用地利用集積

計画の所有権移転において、法人の構成員についてご質問をいただいておりま

したので、先にこの件について説明いたします。 

株式会社〇〇〇〇の構成員である〇〇さんが３筆の農地を取得した件です。 

農地を貸している者が、構成員の特例を受けることができるのかということで

すが、それについては可能です。 

 

     農業経営基盤強化促進法による所有権移転ができる構成員とは、株式会社の場

合は、株主を指します。株主であるかどうかの確認は、代表者から、構成員で

あることの証明書の提出をもって確認しています。 

 

議 長  委員の皆さん、構成員についての説明でしたが意見はありますか。 

         （意見なし） 

      

議 長  それでは、議案第６号の説明をお願いします。 

 

主 事  それでは、議案第６号東近江市農用地利用集積計画（案）を説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。 

 

今回の農用地利用集積計画は９月３０日の公告を予定しておりまして、公告に

よって所有権が移転され利用権が設定されることになります。 

 

      今回の所有権移転は４件４筆７，９８１平方メートル、利用権設定は２０８件、

３７３筆、５５１，０８１平方メートルです。設定を受ける認定農業者は７名

で５１２，９６５平方メートルが集積されており、認定農業者への集積率は約

９２パーセントです。 

 

 まず、議案の１ページから４ページが所有権移転で、５ページ以降が利用権設

定の議案になっております。また、最後から２ページ目には、中間管理機構事

業分として利用権設定の議案を上程しております。次に補足説明をさせて頂き

ます。 

 

     １ページの番号１の所有権を移転する農地は瓜生津町の１筆であり、〇〇万〇

千〇百円を対価として売買により、令和２年１０月７日に所有権が移転され、

移転をする者は芝原町に居住する者で、移転を受ける者は瓜生津町に居住する

者となっております。 

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る農事組合法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の構成員であり、農地を取得したと同

時に、一番最後から１枚めくっていただくと、中間管理機構事業分番号１に記

載されておりますように、滋賀県農林漁業担い手育成基金に利用権設定をして

おります。そのため、利用権設定は令和２年１０月７日を始期日としておりま

す。このことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項により、〇〇

さんは認定農業者である法人の構成員であることから、所有権移転と同日付で

機構に利用権設定することによって所有権移転ができるものです。 

 



20 

２ページの番号２の所有権を移転する農地は南花沢町の１筆であり、１筆で〇

〇万円を対価として売買により、令和２年１０月７日に所有権が移転され、移

転をする者は南花沢町に居住する者で、移転を受ける者も南花沢町に居住する

者となっております。 

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る農事組合法人〇〇〇〇〇〇〇の構成員であり、農地を取得したと同時に、一

番最後から１枚めくっていただくと、中間管理機構事業分の番号２に記載され

ておりますように、滋賀県農林漁業担い手育成基金に利用権設定をしておりま

す。そのため、利用権設定は令和２年１０月７日を始期日としております。こ

のことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項により、〇〇さんは

認定農業者である法人の構成員であることから、所有権移転と同日付で機構に

利用権設定することによって所有権移転ができるものです。 

 

３ページの番号３の所有権を移転する農地は石谷町の１筆であり、１筆で〇〇

万〇千〇〇〇円を対価として売買により、令和２年１０月７日に所有権が移転

され、移転をする者は高木町に居住する者で、移転を受ける者は石谷町に居住

する者となっております。 

移転を受ける者は、認定農業者資格を取得されておりませんが、認定農家であ

る農事組合法人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の構成員であり、農地を取得したと同時

に、一番最後から１枚めくっていただくと、中間管理機構事業分の番号３に記

載されておりますように、滋賀県農林漁業担い手育成基金に利用権設定をして

おります。そのため、利用権設定は令和２年１０月７日を始期日としておりま

す。このことから、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号２項により、〇〇

さんは認定農業者である法人の構成員であることから、所有権移転と同日付で

機構に利用権設定することによって所有権移転ができるものです。 

 

４ページの番号４の所有権を移転する農地はきぬがさ町の１筆であり、〇〇〇

万円を対価として売買により、令和２年１０月９日に所有権が移転され、移転

をする者は、きぬがさ町に居住する者で移転を受ける者は伊庭町の認定農業者

となっております。 

 

次に貸借の利用権関係ですが、５ページから３９ページまでが所有者と耕作者

による利用権設定となっています。 

 

以上が補足説明です。 

本案については、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられます

ことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

それでは、ここで審議に入ります前に、〇〇〇〇委員には、退席をお願いしま

す。 

    （〇〇委員退席・退室） 

 

議 長  それでは、審議に入ります。本案につきまして何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 
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議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

それでは、審議が終了しましたので、〇〇委員の入室、着席をお願いします。 

         （〇〇委員入室・着席） 

 

議 長  次に、事務局長の専決事項として処理しております報告第１号「農地法第４条

第１項第８号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第２号「農地

法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第３

号「２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について」、報告第４

号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、報告第５号

「農地の貸借権の合意解約の報告について」を事務局に一括して報告を求めま

す。 

 

事務局  それでは、報告第１号から報告第５号まで、一括して報告させていただきます。 

まず、報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

 

議案書９ページをご覧ください。 

 

    番号１について、ご説明します。 

本件は、宮荘町に居住する者が、自ら所有する宮荘町地先の農地、面積４４７

平方メートルのうち２５９平方メートルの土地を自己用住宅として利用する為

に届出があったものです。 

届出地は、五個荘小学校から北へ約９００メートル離れた「第 1種中高層住専」

内に位置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、届出地１件は、道路と住宅、田に囲まれた一角で、付近には影響もなく

適正と認め受理したものです。 

なお、受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長

の専決事項」第８号「農地法第４条第１項第８号又は第５条第１項第７号に基

づく届出の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 

 

事務局  次に、報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

 

議案書１０ページ、１１ページをご覧ください。 

 

番号１についてご説明します。 

本件は、京都市中京区で不動産業を営む者が、聖徳町地先の農地、面積４９平

方メートルの土地を売買により取得し、住宅として利用するために転用の届出

があったものです。 

届出地は、聖徳中学校グランド南側沿いの「第１種中高層住専」に位置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 
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番号２についてご説明します。 

本件は、五個荘石塚町〇〇〇が、五個荘石塚町地先の農地３筆、面積は併せて

     ９３７平方メートルの土地を売買により取得し、公園として利用するために転

     用の届出があったものです。 

届出地は、五個荘あさひ幼児園から北西へ約７００メートル離れた、「準工業」

に位置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

 番号３についてご説明します。 

本件は、東沖野五丁目に居住する者が、市子殿町地先の農地、面積２６４平方

メートルの土地を使用貸借より権利取得し、住宅として利用するために転用の

届出があったものです。 

届出地は、朝桜中学校から西へ約３００メートル離れた、「第１種住居」に位

置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号４についてご説明します。 

本件は、八日市清水三丁目で不動産業を営む者が、小今町地先の農地２筆、面

積は併せて ７，０２７平方メートルの土地を売買により取得し、分譲宅地と

して利用するために転用の届出があったものです。 

届出地は、中野コミュニティーセンターから南へ約２００メートル離れた、「第

１種住居」に位置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５についてご説明します。 

本件は、市子川原町で不動産業を営む者が、市子殿町地先の農地、面積４４２

平方メートルの土地を売買より取得し、駐車場として利用するために転用の届

出があったものです。 

届出地は、朝桜中学校から西へ約２００メートル離れた、「第１種住居」に位

置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇次委員です。 

 

 番号６についてご説明します。 

本件は、西中野町で不動産業を営む者が、幸町地先の農地、面積５７７平方メ

ートルの土地を売買により取得し、分譲宅地として利用するために転用の届出

があったものです。 

届出地は、八日市文芸芸術会館から東へ約３５０メートル離れた、「第２種住居」

に位置します。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、届出地６件は、周囲を道路と田、宅地等に囲まれており、付近への影響

もなく適正と認め受理したものです。 

なお、受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長

の専決事項」第８号「農地法第４条第１項第８号又は第５条第１項第７号に基

づく届出の処理に係る委員会の権限」により交付しています。 
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事務局  次に、報告第３号、２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告につい

てを報告させていただきます。 

 

本議案につきましては、農地の所有者等自らが耕作の事業のために農業用施設

等に供する場合で、２アール未満に限って農地法第４条の許可を要しないとな

っており、こうした転用行為につきましては、「東近江市農業委員会農地法施

行規則第２９条第１号に規定する農地転用に関する指導要綱」を定め、転用し

ようとする者が転用の事項を記載した届出書をあらかじめ農業委員会へ提出し、

また、農業委員会は当該届出書を審査し、届出を受理した場合は、遅滞なく書

面による受理通知書を交付することで対応しており、その届出があったもので

す。 

 

議案書１２ページをご覧ください 

 

本件の届出者は、東近江市五個荘日吉町に居住し、約１８アールの経営面積を

持つ農業者で、届出の所在地は、東近江市五個荘日吉町字中島〇〇〇番〇で、

登記地目「畑」、現況地目「宅地」で、面積は４７２方メートルの内１７５平方

メートルに農業用倉庫を増築するために届出されたものです。 

届出理由につきましては、平成１１年頃に農地法の許可を受けずに農業用倉庫

を建築してしまったという顛末書付きで届出があったものです。 

利用計画につきましては、平屋建て農業用倉庫１棟、床面積約２２平方メート

ルで、農業用機械、資材の保管場所として利用するとのことです。 

届出地は、市立さくらんぼ幼児園から北へ約１，０００メートルに位置し、道

路と畑に囲まれた都市計画法の市街化調整区域内の農振白地で、関係書類も添

付されており、転用については支障なく適正と認め受理したものです。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、１件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第９条「事務

局長の専決事項」として交付しております。 

 

事務局  続いて、報告第４号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告につい

てを報告させていただきます。 

 

議案書１３ページ、１４ページをご覧ください。 

 

今回の番号１番から番号９番につきましては、全て相続により所有権を取得さ

れたものです。 

届出人について、「あっせん希望の有無」については、すべては「無」となって

おります。 

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、第１４条「専決事項」第９号「その他

軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決により交付してお

ります。 

 

事務局  次に、報告第５号、農地の貸借権の合意解約の報告についてを報告させていた

だきます。 
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議案書１５ページから１８ページをご覧ください。 

 

賃貸借の合意解約について説明をします。 

賃貸借権の合意解約につきましては、1番から１０番までです。 

続いて記載の使用貸借の合意解約につきましては、１番から８番です。 

なお、合意解約内容及び解約理由につきましては議案書記載のとおりです。 

 

事務局  以上、報告第１号から報告第５号の報告とさせていただきます。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

ただいまの報告事項について、何かご意見はございますか。 

 

議 長  特にないようですので、これで「報告事項」を終わります。 

 

３８番  要望でございますが、先ほどの審議の中で、土地改良区の農道の話がありまし

たが、土地改良財産と建設省名義の財産が有りますが、建設省名義についても、

県、市、地元の土地改良区に管理計画があります。これら財産について勉強し

たいので、次回で結構ですのでお話しいただけたらと思います。よろしくお願

いします。 

 

事務局  承りました。その方向で考えてみます。 

 

議 長  他になければ総会を終了したしますが、よろしいですか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、以上で本日の議事及び協議、報告案件はすべて終了致しました。 

これをもって令和２年度、第６回、９月期の月例総会を終了致します。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

議 長  〇〇 〇〇 

     

     

５ 番  〇〇 〇〇 

 

 

６ 番  〇〇 〇〇 


